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テスト課題
１ 保育所保育において、子どもの心身の状態・健康状態を把握
する視点について、朝の受け入れ時、保育中、睡眠（午睡）中、
降園時等、一日の保育の流れに沿いながら具体的に述べて下さい。

①朝の受け入れ時の観察ポイント
〇健康状況（食欲・睡眠・便・外傷）などの確認や聞き取り
〇機嫌の良し悪しや表情の観察（顔・頭部・手足など見えると
ころに異常はないかなど）
〇体温の確認（当園時の検温）
〇おむつ替えの際の全身の観察（発疹・赤疹・外傷など）
〇鼻や耳の異常がないか。

第１節 子どもの健康支援 （１）子どもの観察 P118



②保育中の観察ポイント
〇遊び方、遊ぶ意欲等の活動性。（動き方や活動の様子）
〇機嫌・食欲・便や排尿の回数による体調の把握。
〇着替えや排便時に身体の傷や衣服の異常な汚れが無いか。
〇睡眠中の観察。特に呼吸器疾患が疑われる子どもについては
細やかな観察と注意を払う。（午睡時には、呼吸・顔色等0歳
児は最低5分～10分間隔で観察を行い記録する／SIDS確認）

③降園時の観察ポイント
〇保護者への引き渡し前のおむつ替え時に全身を確認する。
（おむつの汚れがなく、陰部の清潔が保たれているか。打ち
身・外傷など）

〇発熱や機嫌の変化はないか。



※一日の保育の流れ

◎朝の受け入れ （8時～９時）
➡自由遊び （登園～９時半）
➡朝の会 （9時半～15分程度）

＜出席・季節の歌・活動の確認＞
➡当日の活動 （10時～11時半）
➡昼食 （12時～13時）
➡午睡 （1３時～15時）
➡おやつ （15時～16時）
➡自由遊び （16時～降園迄）
➡随時降園 （16時半～18時）



（２）観察における記録 P121
①保育日誌
②連絡ノート
③保健連絡票
④午睡時の観察記録
（３）発育及び発達状態を把握する
・定期的に身長や体重を計測し毎月の計測結果を比較し発達
の状態を把握する

※乳児検診「母子保健法」に基づく乳児保健診査が実施され
る。定期健診の時期は「１歳６か月」と「３歳児」である。
健康を見守り支援するという目的。



多用な保育の場における乳児保育

〇地域型保育等のおける乳児保育 P41

（１）小規模保育事業
（２）居宅訪問型保育事業
（３）事業所内保育事業
（４）家庭的保育事業

























第2章 乳幼児保育の現状と課題

〇地域型保育事業等における乳幼児保育の課題 P43
（１）小規模保育事業
・事業所主体が多種多用である為、保育所保育を受ける乳児との処遇の格差、保育の質
のばらつきがある
・入所している「子どもの最善の利益」が保証された保育が必要
（２）居宅訪問型保育事業
・ベビーシッターは、保育士の様に国家基準における、資格保持が条件ではない
・密室において、1対１の対応の為、不適切な対応があっても発見が困難
（３）事業所内保育事業
・利用者じた保育に実施する為、24時間シフトの保護者児童は、流動的対応して行く必要
・その年に応じて預かる年齢が一定ではない為、殆どが異年齢で過ごしている事が多い
・必ずしも、気の合う友人がいる訳ではなく、寂しい思いをする事がある
（４）家庭的保育事業
・運営は、一個人で行い、密室であり、子どもへの処遇・保育内容・給付金の適正な使途、
保育者の孤立などの課題



第4節 ３歳未満児や家庭を取り巻く環境と子育て支援の場 P47

１、３歳未満児や家庭を取り巻く環境
・核家族化、兄弟の少ない子ども、全体的な少子化、都市型住宅による家庭の孤立化
・親世代がこのような社会で生まれ育っており、育児に悩む親はネットに頼る

２、子育て支援の場
（１）乳児保育における課題
・一日の起きている大半を親から離れて過ごす幼い子ども達の保育の在り方を十分考慮
・家庭養育の補完という消極的な保育ではなく「子ども達の今の最善の利益」を考える
・養護の行き届いた中で、健全な育ちを保障する、質の高い保育の実践を実行する
（２）地域支援における課題
・子ども達をコーディネートする拠点となっているか（全体の5割を家庭で過ごす支援
体制）
・近隣との交流を持たず、子どもの存在にも気付かれない家庭の存在
・「児童福祉法第1条」の全ての国民は児童が心身共に健やかに生まれ且つ育成するよ
うに努めなければならない」という課題を実施
・地域における全ての子育て家庭が見える子育て支援に力を注ぐ事



第３節 保育所以外の児童福祉施設における乳児保育P34
１、乳児院
（１）入所の背景
（２）乳児院の一日
（３）乳児院のその他の役割

①「子どもを育てられない親」動画
②「特別養子縁組から一年」動画（７分）
③「乳児院の一日」動画（2分）
④「普通の家族～帰路に立つ養子縁組」動画（28分）
⑤ 特別養子縁組で親になる「育てたい」動画（1７分）



乳児院（児童福祉施設）

〇児童福祉法第3条

「乳児院は乳児（保険上、安定した生活環境の確保その他の事
由により特に必要のある場合には、幼児も含む）を入院させて、
これを養育し、併せて退院したものについて相談その他の援助
を行うことを目的とする」

〇職員

保育士、看護師、医師（又は嘱託医師）、栄養士、調理師、家庭
支援相談員、等が連携しながら養育している



乳児院とは・・・
●乳児院とは、何らかの事情で家庭において養育できない乳児を預かり、代わ
りに養育する施設

●「家庭において養育できない」とは、保護者がいない場合、保護者による「養
育が困難」な場合だけでなく、保護者による「養育が不適当」な場合も含む

乳児院の管轄と根拠法令

• 乳児院の管轄：厚生労働省
• 根拠法令：児童福祉法第３７条
●乳児院は、厚生労働省が所管し、児童福祉法を根拠法令とする児童福祉施
設の一つ

●児童福祉施設には、乳児院の他に保育所、幼保連携型認定こども園、児童
厚生施設、児童養護施設、重症心身障害児施設等などがある



乳児院を利用する理由と退所する理由



乳児院を利用する理由と退所する理由



乳児院の数
●乳児院は、各都道府県に必ず１ヶ所以上設置することになっている

●厚生労働省の発表（第１４回新たな社会的養育の在り方に関する検討会
（平成２９年５月２６日）参考資料１「児童養護施設等について」）によると、
２０１6年１０月時点の数は、以下のとおり

• 全国１３６ヶ所に設置
• ２９０１人の赤ちゃんが入所（定員３８７７人）

●乳児院は、児童養護施設など他の児童福祉施設と併設されているところ
が多い



乳児院の対象年齢

●乳児院に入所できるのは、乳児院という名称のとおり、原則として、生後１歳未満
の乳児(赤ちゃん)

●安定した生活の確保が必要である場合など特別な事情がある場合は、幼児でも入

所出来る

在所期間

●乳児院の入所期間は決まっておらず、入所可能年齢を超過するか、家庭において
養育できない事情が解消するまで在院

●平均的な在院期間は、約１３ヶ月

●必ずしも約１年で親元へ戻っているという訳ではなく、※里親に引き取られたり、児
童養護施設に入所したりする赤ちゃん(幼児)もいる。

●厚生労働省の発表では、在所期間が１カ月未満の赤ちゃんが６．５％、６ヶ月未満
を含めると、２５．７％おり、短期間の利用も一定数居る



乳児院での一日の過ごし方 ０～１歳



乳児院での一日の過ごし方 1～２歳



乳児院と保育所、児童養護施設の違い

●乳児院、保育所、児童養護施設は、いずれも児童福祉法を根拠とする児童福祉施設

●保育所とは、親の就労などにより「保育を必要とする子ども」を預かり、保育する施設

●児童養護施設とは、「家庭で養育できない乳幼児を預かり、代わりに養育する施設」

●保育所が、子どもを預かって「一定時間保育する」施設なのに対して、乳児院は、赤
ちゃんを一定期間預かって「２４時間体制で養育する」施設

●乳児院と児童養護施設は、一定期間預かって２４時間体制で養育する施設であること
は共通しているが、入所できる年齢は異なる

●乳児院の入所対象が乳幼児なのに対して、児童養護施設の入所対象は乳児から１８
歳の児童



※里親制度 里親とは・・・

〇親の病気、家出、離婚、そのほかいろいろな事情により家庭で暮らせない子どもた

ちを、自分の家庭に迎え入れて養育する人を指す。
〇里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親となることを希望する者に子どもの養育を

委託する制度。 近年は、家庭的養護が施設養護よりも優先されている。

〇児童にとっては、実親の代わりに深い愛情を持ち育ててくれる親代わりの里親が必要。

〇幼い乳児や児童には、特定の大人との関係が必要である、と云われる。これが無いと

愛着障害を起こす危険性がある。

〇子どもは、安全なベース（安全基地）があって、初めて外の世界への興味を持って自
我が芽生え成長することができる。愛着関係が無いまま成長すると、自信を持てなかっ
たり、コミュニケーション能力が劣る等、大人になっても社会に交われず、就職が出来な
い、反社会的な行動をとるなどのリスクが高くなるとも云われている。



小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）

〇小規模住居型児童養育事業は、家庭的養護を促進するため、要保護児童に対し、こ
の事業を行う住居（ファミリーホーム）において、児童間の相互作用を活かしつつ、児童
の自主性を尊重し基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を
養い、児童の自立を支援する。

〇平成21年度に創設された制度で、養育者の住居において行う点で里親と同様であり、
児童5～6人の養育を行う点で、里親を大きくした里親型のグループホームとなっている。

〇ホーム数 委託児童数145か所 497人（ホーム数：平成23年10月／家庭福祉課調べ）
（委託児童数：平成23年3月末／福祉行政報告例）

〇根拠法令/ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）
第6条の2第8項 この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第27条第1項第3号

の措置に係る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童
又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童（以下「要保護児童」と
いう。）の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者（次条
第1項に規定する里親を除く。）の住居において養育を行う事業をいう。



里親委託の役割

〇里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ども
等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度。

〇特定の大人との愛着関係の下で養育されることにより、自己の存在を受け入れられて
いるという安心感の中で、自己肯定感を育むとともに、人との関係において不可欠な基
本的信頼感を獲得することができる。

〇里親家庭において、適切な家庭生活を体験する中で、家族それぞれのライフサイクル
におけるありようを学び、将来、家庭生活を築く上でのモデルとすることが期待できる。

〇家庭生活の中で人との適切な関係の取り方を学んだり、身近な地域社会の中で、必要
な社会性を養うとともに、豊かな生活経験を通じて生活技術を獲得することができる。

〇様々な効果が期待できることから、社会的養護においては里親委託を優先して検討す
る方向性となっている。

〇里親制度としては、養育里親、専門里親、養子縁組希望里親、親族里親の４つの類型
がある



里親の制度化への経緯

• 平成14年度：専門里親、親族里親の制度の創設、里親支援事業、里親の
一時的な休息のための援助(レスパイトケア)の制度化

• 平成16年の児童福祉法改正：里親の定義、監護・教育・懲戒等

• 平成20年の児童福祉法改正：養育里親を養子縁組里親と区別して法定、

里親研修の義務化、欠格事由の法定化等

• 平成20年度：里親手当の倍額への引上げ、里親支援機関事業の実施

• 平成23年4月：「里親委託ガイドライン」を策定











④「社会的養護の原則」夢が持てない養護施設や・・ 動画（15分）

神奈川の児童養護施設で働こう！ (youtube.com)

⑤ 受け入れ先なく退院できない虐待児３５６人 動画（７分）

https://www.youtube.com/watch?v=MLHCfva_mCY










































































H30年集計 厚労省



H30年集計 厚労省



〇個人ワーク

①乳幼児保育（地域型保育等）の課題を一つ取り上げ、その解決

策についてあなたの意見を述べてみましょう。

②社会的養護の課題を一つ取り上げて、その解決策についてあな

たの意見を述べてみましょう。

・


